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尼崎市情報公開及び個人情報保護制度 

の運用状況（令和元年度実績） 

 

１  情報公開制度 

(1) 開示請求件数及び処理状況 

令和元年度の公文書開示請求の件数は合計４２４件で、前年度の４２６件から２件減少した。 

なお、下表中「その他」の１５件は、請求受付後取り下げられたものが１４件、存否応答拒

否が１件である。また、不開示として処理された３４件のうち２９件は文書不存在のためであ

る。 
 

 

  年 度 

 
 

 

 

  区 分 

 
 

 

 

請求件数 

 
 

 

処   理   状   況 
 

 

開  示 
 

 

部分開示 
 

 

  不開示 
 

 

  その他 
 

 

 

 平成元～28 

 年度 

 

 
 

 

開示請求 
 

 

６，５９４ 
 

 

２，３２６ 
 

 

３，４３１ 
 

 

５９５  
 

 

２４２ 

 

閲覧申出 
 

 

１１０  
 

 

５５  
 

 

３２  
 

 

１３  
 

 

１０ 
 

 

計 
 

 

６，７０４ 
 

 

２，３８１  
 

 

３，４６３  
 

 

６０８ 
 

 

２５２ 

 

 

 

 平成29年度 

 

 
 

 

開示請求 
 

 

４１４  
 

 

９９  
 

 

２７６  
 

 

１９  
 

 

２０ 
 

 

閲覧申出 
 

 

－  
 

 

－  
 

 

－  
 

 

－  
 

 

－  
 

 

計 
 

 

４１４  
 

 

９９  
 

 

２７６  
 

 

１９  
 

 

２０ 
 

 

 

 

 平成30年度 

 

 
 

 

開示請求 
 

 

４２６  
 

 

９５  
 

 

２８１  
 

 

３７  
 

 

１３ 
 

 

閲覧申出 
 

 

－  
 

 

－  
 

 

－  
 

 

－  
 

 

－  
 

 

計 
 

 

４２６  
 

 

９５  
 

 

２８１  
 

 

３７  
 

 

１３ 
 

 

 

 

 令和元年度 

 

 
 

 

開示請求 
 

 

４２４  
 

 

９８  
 

 

２７７  
 

 

３４  
 

 

１５ 
 

 

閲覧申出 
 

 

－  
 

 

－  
 

 

－  
 

 

－  
 

 

－  
 

 

計 
 

 

４２４  
 

 

９８  
 

 

２７７  
 

 

３４  
 

 

１５ 
 

 

 

 

計 

 

 
 

 

開示請求 
 

 

７，８５８ 

 

２，６１８ 
 

 

４，２６５ 
 

 

６８５  
 

 

２９０ 
 

 

閲覧申出 
 

 

１１０  
 

 

５５  
 

 

３２  
 

 

１３  
 

 

１０ 
 

 

計 
 

 

７，９６８ 

 

２，６７３  
 

 

４，２９７  
 

 

６９８  
 

 

３００ 
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(2) 実施機関別件数 

公文書開示請求の実施機関別件数は次のとおりである。 
 

実 施 機 関 
 

 

     請 求 
 

 

  議   会 
 

 

１ (０) 
 

 

  市   長 
 

 

 ３４２ (３７７) 
 

 

教育委員会 

 

３７ (１７) 
 

 

選挙管理委員会 

 

 ２ (６) 
 

 

公平委員会 
 

 

 ０ (０) 
 

 

監査委員 
 

 

 ２ (１) 
 

 

農業委員会 
 

 

 ０ (０) 
 

  

固定資産評価審査委員会 

 

    ０ (０) 
 

 

公営企業管理者 
 

 

２３ (１３) 
 

 

消防長 

 

  １１ (９) 
 

  

指定管理者 
 

 

 ６ (０) 
 

 

尼崎市土地開発公社 
 

 

  ０ (３) 
 

合   計 ４２４ (４２６) 

※（ ）内は前年度件数 
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２ 個人情報保護制度 

(1) 保有個人情報開示請求件数及び処理状況 

令和元年度の保有個人情報開示請求は合計１１４件で、前年度の８３件から３１件増加した。 

なお、下表中「その他」の１件は、請求受付後取り下げられたものである。また、不開示と

して処理された１６件は文書不存在のためである。 
 

 

年     度 

 
 

 

 

  請求件数  

 
 

 

   処    理    状    況  
 

 

 開  示 
 

 

 部分開示 
 

 

不開示 
 

 

その他 
 

 

   平成元～２８年度  
 

 

１，０６０ 
 

 

５０９  
 

 

３３８  
 

 

１５５  
 

 

５８ 
 

 

   平成２９年度    
 

 

１０５ 

 

４１ 

 

４９ 

 

 

９ 

 

 

６ 

 
 

   平成３０年度    
 

 

８３ 

 

２８ 

 

４１ 

 

 

１１ 

 

 

３ 

 
 

   令和元年度    
 

 

１１４ 

 

３２ 

 

６５ 

 

 

１６ 

 

 

１ 

 
 

計 
 

１，３６２ ６１０ ４９３ １９１ ６８ 
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(2) 実施機関別件数 

保有個人情報開示請求の実施機関別件数は次のとおりである。 
 

実 施 機 関 
 

 

     請 求 
 

 

  議   会 
 

 

０ (０) 
 

 

  市   長 
 

 

 ９７ (７０) 
 

 

教育委員会 

 

８ (２) 
 

 

選挙管理委員会 

 

 ０ (０) 
 

 

公平委員会 
 

 

 ０ (０) 
 

 

監査委員 
 

 

 ２ (３) 
 

 

農業委員会 
 

 

 ０ (０) 
 

  

固定資産評価審査委員会 

 

    ０ (０) 
 

 

公営企業管理者 
 

 

２ (２) 

 

消防長 

 

 ５ (５) 
 

  

指定管理者 
 

 

 ０ (０) 
 

 

尼崎市土地開発公社 
 

 

 ０ (１) 
 

合   計 １１４  (８３) 

※（ ）内は前年度件数 

 

(3) 保有個人情報訂正、利用停止請求件数及び処理状況 

令和元年度の保有個人情報訂正、利用停止請求については０件であった。 
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 (4) 目的外利用状況  

令和元年度の目的外利用状況は１５１件となっている。目的外利用の基準別では、尼崎市個

人情報保護条例第８条に掲げた基準のうち、「実施機関がその所掌事務の遂行に必要な限度で

保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当

な理由があると認められるとき」が多かった。 

 
 

 

  年   度 
 
 

 

 

  総  数 
 
 

 

目 的 外 利 用 の 基 準 
 
 

 法   令 
 

 

本人同意 
 

 

  事務事業 
 

 

 審査委員会 
 

 

  令和元年度 
 

 

１５１ 
 

７ 

 

２５  
 

 

１１９  
 

 

０ 
 

 

 (5) 外部提供状況  

令和元年度の外部提供状況は１４４件となっており、外部提供の基準別では、尼崎市個人情

報保護条例第８条に掲げた基準のうち、「他の実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共

団体又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、当該保有個人情報の提供

を受ける者が、法令等の定める事務又は事業の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用

し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由があると認められるとき」が多か

った。 
 

 

 
  年   度 
 
 

 

 
 総 数 
 
 

 

外 部 提 供 の 基 準 
 

 

 法 令 
 

 

本人同意 
 

 

事務事業 
 

 

 統 計 
 

 

本人利益 

 

審査委員会 

 

 

  令和元年度 
 

 

 

１４４  
 

 

 

７  
 

 

 

２２ 
 

 

 

１０９  
 

 

 

０ 
 

 

 

５ 
 

 

 

１ 
 

 

(6) 個人情報利用業務の届出状況 

令和元年度の尼崎市個人情報保護条例第１０条に基づく個人情報利用業務の届出は下記のと

おりであった。 

 
 

  総     数 
 

 

  開     始 
 

 

  変     更 
 

 

  廃     止 
 

 

５ 
 

 

３ 
 

 

２ 
 

 

０ 
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３ 審査請求に係る諮問・答申の状況 

(1)  行政不服審査法改正前の実績 

 

 

年   度 
 
 
 

  異議申立て 
  

諮  問  ・  答  申 

 

 諮 問 

 件 数 
 

 

 諮問の 

 取下げ 
 

 

答 申 件 数  

 申 立 

 件 数 

 

 却下等 

 の件数 

 

 認 容 
 

 

 一 部 
 

 

 棄 却 
 

 

  計 
 

 

 平成元年度～26年度 
 

 

１０６ 

 

７  
 

 

９６ 

 

４  
 

 

８ 
 

 

２９  
 

 

３９ 

 

７６ 

 

   平成27年度  
 

 

    ５   
 

 

０  
 

 

５  
 

 

０  
 

 

１  
 

 

２  
 

 

２ 
 

 

５ 
 

 

   平成28年度  
 

 

    ４   
 

 

０  
 

 

４  
 

 

０  
 

 

０  
 

 

２  
 

 

０ 
 

 

２ 
 

 

計 
 

 

  １１５   
 

 

７  
 

 

１０５  
 

 

４  
 

 

９  
 

 

３３  
 

 

４１ 
 

 

８３ 
 

※「却下等の件数」には、実施機関限りで棄却した２件（平成５年度及び１８年度）を含む。 

※「平成元年度～26年度の諮問件数」の９６件には、異議申立てによらない「オンライン結合

による提供の制限の例外について」(平成１８年度)、「津波等一時避難場所設置拡大に係る

個人情報の外部提供について」(平成２３年度) 、「保有個人情報外部提供の制限の例外に

ついて」(平成２６年度)の３件を含む。 

※「平成28年度の諮問件数」異議申立て件数４件は、原処分が平成２７年度中になされたもの

であることから、行政不服審査法改正前の制度にて処理された。 

 

(2)  行政不服審査法改正後の状況 

平成２８年度に行政不服審査法が改正され、異議申立ては審査請求となり、審理員審査を経

て尼崎市情報公開・個人情報保護審査委員会へ諮問されることとなった。 

   平成２９年度は、審査庁に４件の審査請求があり、平成２９年度に１件、平成３０年度に３

件諮問を受け、平成３０年度に４件答申を行った。 

   平成３０年度は、審査庁に４件の審査請求があり、年度内に１件諮問を受け、答申を行った。 

ほかに本人希望により諮問されずに裁決されたものが１件、取下げが２件あった。 

   令和元年度は、審査庁に２件の審査請求があり、年度内に１件諮問を受け、答申を行った。 

 

 

年   度 
 
 
 

審査請求 
  

諮  問  ・  答  申 
 

 

 諮 問 

 件 数 
 

 

審理員 
意見書 

  

 

答 申 件 数 
 

 

 申 立 

 件 数 
 

 

 取下げ

等件数 
 

 

 妥 当 
 

 

 一 部 
 

 

 取 消 
 

 

  計 
 

 

   平成29年度  
 

 

    ４   
 

 

０  
 

 

１  
 

 

棄却１  
 

 

０  
 

 

０  
 

 

０ 
 

 

０ 
 

 

   平成30年度  
 

 

    ４   
 

 

３  
 

 

４  
 

 

棄却４  
 

 

２  
 

 

０  
 

 

３ 
 

 

５ 
 

 

   令和元年度  
 

 

     ２ 

 

０  
 

 

１  
 

 

棄却１  
 

 

１  
 

 

０  
 

 

０ 
 

 

１ 
 

 

計 
 

 

   １０   
 

 

３  
 

 

６  
 

 

棄却６  
 

 

３  
 

 

０  
 

 

３ 
 

 

６ 
 

 

以 上   


